
 

 

６）令和８年度 三和小学校不祥事防止委員会年間活動計画 

 

 

１ 目 的 

  三次市立三和小学校不祥事防止委員会（以下「委員会」という）は，本校の職員が高

い倫理観や規範意識の維持向上を図り，学校組織として“不祥事を許さない，起こさな

い，起こさせない”という風土を確立するための研修等を計画・実施することを通して，

児童や保護者，地域にとって安心・安全な学校教育を提供することを目的として活動す

る。 

２ 委員会の構成 

  委員会は，校長，教頭，教務主任，保健主事，生徒指導主事及び養護教諭をもって組

織する。 

３ 委員会の開催 

  委員会は，原則として毎月１回，校長が召集し開催する。 

４ 年間活動計画 

  委員会では，担当者から提出された職員全体研修の企画立案について協議するととも

に，不祥事未然防止に向けた現状について意見交流を行なうこととする。 

  また，「教職員による不祥事の根絶－信頼され続ける教職員であるために－」を効果的

に活用し，全職員で担当を分担し研修を行なう。 

   ※校務分掌による分担を基本として，全職員が担当できるよう調整を行う。 

 

月 研 修 内 容 企画担当 

４/２（木） 服務規律の確保【年度初め提案資料の活用】 教頭 

５/７（木） セクハラ・パワハラ・わいせつ行為未然防止 教務部➊（研究主任） 

６/４（木） 体罰未然防止【ロールプレイ】 生活部①（道徳推進教師） 

７/２（木） 服務規律の確保（夏季休業中の服務） 教務部❷（特別支援 Co） 

８/27（木） メンタルヘルス 生活部②（保小連携担当） 

９/３（木） 不祥事の類型化による当事者意識の醸成 教務部❸（情報担当） 

1 0/８（木） 個人情報の紛失未然防止 事務 

1 1/５（木） 飲酒運転未然防止・交通事故未然防止 生活部③（養護教諭 

1 2/17（木） 服務規律の確保（冬季休業中の服務） 教頭 

１/７（木） 懲戒処分と給与 教務部❹（教務主任） 

２/18（木） セクハラ・パワハラ未然防止【ロールプレイ】 生活部④（生徒指導主事）） 

３/11（木） １年間のまとめ 次年度計画 教頭 

 

 


